
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
四
十
号

特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
条
並
び
に
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
商
品
等
）

第
一
条
　
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
（
以
下
「
特
定
商
品
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一
　
貴
石
、
半
貴
石
、
真
珠
及
び
貴
金
属
（
金
、
銀
及
び
白
金
並
び
に
こ
れ
ら
の
合
金
を
い
う
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
を
用
い
た
装
飾
用
調
度
品
及
び
身
辺
細
貨
品

二
　
盆
栽
、
鉢
植
え
の
草
花
そ
の
他
の
観
賞
用
植
物
（
切
花
及
び
切
枝
を
除
く
。
）

三
　
哺
乳
類
又
は
鳥
類
に
属
す
る
動
物
で
あ
つ
て
、
人
が
飼
育
す
る
も
の

四
　
自
動
販
売
機
及
び
自
動
サ
ー
ビ
ス
機

五
　
動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の
（
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）

六
　
家
庭
用
治
療
機
器

２
　
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
の
利
用
に
関
す
る
権
利
は
、
次
に
掲
げ
る
権
利
（
以
下
「
施
設
利
用
権
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一
　
ゴ
ル
フ
場
を
利
用
す
る
権
利

二
　
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
ヨ
ッ
ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
又
は
ボ
ー
ト
を
係
留
す
る
た
め
の
係
留
施
設
を
利
用
す
る
権
利

三
　
語
学
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
利
用
す
る
権
利

（
法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
農
林
中
央
金
庫
、
信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合
会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
、
信
用
協
同
組
合
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
九
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
、
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組

合
連
合
会
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
同
法
第
九
十

三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
、
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定

す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
（
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
並
び
に
同
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
と
す
る
。

（
顧
客
及
び
預
託
者
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
事
項
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
商
品
又
は
施
設
利
用
権
の
価
額
及
び
そ
の
変
動

二
　
特
定
商
品
の
返
還
又
は
施
設
利
用
権
に
代
え
て
給
付
さ
れ
る
物
品
の
価
額
及
び
そ
の
変
動

三
　
特
定
商
品
の
預
託
又
は
施
設
利
用
権
の
管
理
に
関
し
供
与
さ
れ
る
財
産
上
の
利
益
と
し
て
物
品
を
給
付
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
物
品
の
価
額
及
び
そ
の
変
動

四
　
預
託
等
取
引
契
約
の
目
的
と
す
る
た
め
に
購
入
さ
せ
る
特
定
商
品
の
保
有
の
状
況

五
　
預
託
等
取
引
契
約
の
目
的
と
す
る
た
め
に
購
入
さ
せ
る
施
設
利
用
権
に
係
る
施
設
の
名
称
、
所
在
地
、
規
模
及
び
所
有
権
者
の
名
称
又
は
氏
名

２
　
法
第
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
預
託
等
取
引
業
者
又
は
勧
誘
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

預
託
等
取
引

業
者

一
　
当
該
預
託
等
取
引
業
者
が
行
う
預
託
等
取
引
契
約
の
締
結
又
は
更
新
に
つ
い
て
の
勧
誘
（
当
該
預
託
等
取
引
契
約
の
目
的
と
す
る
た
め
に
当
該
特
定
商
品
又
は
施
設
利
用
権
を
購
入
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
勧
誘

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

二
　
当
該
預
託
等
取
引
業
者
が
勧
誘
者
に
行
わ
せ
る
預
託
等
取
引
契
約
の
締
結
又
は
更
新
に
つ
い
て
の
勧
誘
に
関
す
る
事
項

三
　
当
該
預
託
等
取
引
業
者
が
行
う
預
託
等
取
引
契
約
の
締
結
に
関
す
る
事
項

四
　
当
該
預
託
等
取
引
業
者
が
締
結
す
る
預
託
等
取
引
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
事
項

五
　
当
該
預
託
等
取
引
業
者
が
締
結
し
た
預
託
等
取
引
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

六
　
当
該
預
託
等
取
引
業
者
が
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
置
く
べ
き
書
類
及
び
そ
の
閲
覧
に
関
す
る
事
項

勧
誘
者

当
該
勧
誘
者
が
行
う
預
託
等
取
引
契
約
の
締
結
又
は
更
新
に
つ
い
て
の
勧
誘
に
関
す
る
事
項

（
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
な
い
権
限
）

第
五
条
　
法
第
十
三
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
権
限
は
、
法
第
十
一
条
の
二
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
国
務
大
臣
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
八
月
四
日
政
令
第
二
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
改
正
後
の
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
権
利
の
預
託
等
取
引
契
約
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
八
月
九
日
政
令
第
二
四
二
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
二
五
日
政
令
第
二
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
八
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
改
正
後
の
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
商
品
の
預
託
等
取
引
契
約
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
〇
日
政
令
第
三
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
一
七
日
政
令
第
四
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
証
券
取
引
法
及
び
金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
五
日
政
令
第
二
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
二
日
政
令
第
三
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
六
日
政
令
第
三
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
三
〇
日
政
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
政
令
第
二
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
十
四
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
二
一
日
政
令
第
一
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
一
四
日
政
令
第
二
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
一
九
日
政
令
第
二
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
改
正
後
の
第
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
商
品
の
預
託
等
取

引
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
政
令
第
二
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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